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理事長    大　野　功　夫

「達人Cube（キューブ）」で
電子申告時代の税務の最前線へ

株式会社ＮＴＴデータ
第一公共システム事業部
第二公共システム事業部
　営業部　税務会計担当　部長　　　                

　　　　　　　鏑　木　康　裕

新年明けましておめでとう
ございます。本年が皆様にとっ
て輝かしい一年になりますよ
う心からご祈念申し上げます。
昨年はTACTiCS達人システム

の利用の倍増を目指し、又「達人Cube」の普及
を図り株式会社ＮＴＴデータのご協力のもと数々
のキャンペーン活動を展開いたしました。これは
「達人Cube」の提供開始を期に、より効果のある
普及策を講じ、組合員の大幅な増強を果たすこと
によって組合員相互の負担を軽減化と組合財政の
安定化を期すことを目標といたしました。
達人キャンペーンは東京税理士会の支部長会、
理事会、ブロック会議、各支部の総会等会員の集
まるところ常にデモ展示会を開催しました。
そこで「達人Cube」の利用こそ電子申告を
容易に取り組めるものと積極的にＰＲをし、
TACTiCS達人システムの利用を推進しました。

東京税理士会の電子申告推進キャンペーンに本
組合は積極的に参加、協力するため本組合の研修
室を「東京税理士会電子申告研修センター」と位
置づけ東京税理士会別館の本組合「ショールーム」
共々この利便に供すべく最大限の努力をしている
ところであります。
本組合は昭和51年４月に、東京税理士会が「税
埋士のための税理士による税理士のシステム」を
標榜して開発した「税理士会システム」の事業体
組織として発足し、昨年30周年を経過いたしま
した。創立の理念は新しい時代の到来にも決して
忘却することなく、税理士業務の改善進歩に資す
るため、利用者の要請に応えた事業展開を期する
こととしたい。
本年も組合員各位及び税理士会並びにＮＴＴデ
ータを初めとする関係各位のさらなるご支援ご理
解をお願い申し上げまして、新年のご挨拶といた
します。

東京税理士会データ通信協同組合の皆様、お健
やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は達人システムへのご愛顧とご支援を賜
り、厚くお礼申し上げます。
さて、昨年は達人システムにとって大きな変更
がありました。「達人シリーズ」に新しい仲間、「達
人Cube(キューブ)」が加わりました。6月のサー
ビス開始以降組合員の皆様には「導入支援キャン
ペーン」等を通じて多数のお申し込みを頂戴いた
しまして、まことにありがとうございます。
その「達人Cube(キューブ)」にも昨年末に待望
の新メニューが追加されました。煩わしい報酬や
請求周りの管理を行う「報酬請求」と「地方税電
子申告」機能です。いずれも組合員の皆様に切望
されておりましたメニューになります。これを機
にぜひご活用ください。

なかでも、電子申告は税理士の先生方にとって、
急務の一つとなっております。
年が明け、組合員の皆様におかれましては、こ
れからが繁忙期になるかと思われます。
所得税をはじめとする確定申告においてはｅ－
Taxソフトを利用せずに電子申告が可能な「達人
Cube（キューブ）」での電子申告を積極的に進め
てください。
年末のオンライン省令により、税理士関与の顧
問先の電子証明書が不要になり、より電子申告を
進めやすくなったと伺っております。本年は組合
員の先生ご自身の申告、そして顧問先の申告につ
いて「達人Cube(キューブ)」を活用し、電子申告
をよろしくお願いいたします。
ＮＴＴデータは今年もより良いシステムを提供
してまいります。
今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願
い申し上げますとともに、貴組合の皆様のご健勝
をお祈りいたしまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

新年のご挨拶
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株式会社富士通パーソナルズ
　　　　ｅビジネス営業部

             部長   下　平　雄　司

新年明けましておめでとうございます。

平成19年の年頭にあたり、謹んで新年のお祝

いを申し上げます。

旧年中は弊社製品に多大なるご高配を賜り、誠

にありがとうございました。この場をお借り致し

まして、弊社製品をご採用頂きました先生方に厚

く御礼申上げます。

さて、年初のパソコン市場には、いよいよ

Windows Vistaが登場します。用途に応じて最適
な環境が得られるように４つのエディションが用

意されており、Windows Vista Businessでは、デ
ータバックアップやセキュリティ強化の他にマー

ケティングや財務管理をサポートするツールも用

意されています。ますます進化するパソコンの世

界で、富士通のパソコンＦＭＶも万を持して皆様

に満足いただける機種をご用意、ご提供させてい

ただきます。また、PRIMERGYという名称で展開
中のＰＣサーバにつきましてもご用命賜りますよ
う重ねてお願い申し上げます。

一方、来年度から施行される「金融商品取引法

（Ｊ－ＳＯＸ法）」を控えて、「内部統制」が現在

注目を浴びています。正しい企業活動が常に行わ

れている証明をするには、まず情報を記録・保持

することから始まります。ＩＴによる統制を実践

していく上で、日々排出される紙文書の管理は今

や業態を問わず企業の緊急課題になりつつありま

す。弊社では、ドキュメントソリューションにも

力を入れており、スキャナを活用した紙文書の電

子化と活用提案を鋭意行っています。今後共ＩＴ

化推進のパートナーとして、皆様のビジネス発展

と業務効率化の一端を担えれば幸いに存じます。

最後に本年の貴組合の更なる飛躍と、先生方の

ご健勝、ご発展を祈念致しまして年頭のご挨拶と

させて頂きます。

年頭のご挨拶
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内 山 陽 子（練馬東）

佐 藤 辰 人（板橋）

ぐるぐる干支が廻って、元の暦に戻るので還暦
っていうのかしら？とうとうやってくる５回目の
亥年の誕生日のために赤いフェルトのベストを用
意し、御馳走のメニューを考えるこの頃です。
昔々、出来の良い姉のもと、ぐずでのろまな私
は身体も弱く、姉の後を追っては嫌われる子でし
た。大人になって教師の職を得た姉の一言から始

めた税理士の勉強が生涯で一番一生懸命した勉強
期間、お蔭様で私も先生の仲間入りです。どちら
を向いても社長と先生、と馬鹿にされながら、資
格に助けられ今日まで働いて来ました。
この秋はその姉と初めて一緒の海外旅行に出掛
けました！その旅は東京税理士会モアグリーンゴ
ビの植樹です。全く違う知らない景色が次から次
へと繰り広げられる不思議の世界、その中で小さ
な苗木の持つ命の強さ、大切さ、続けることの力
を実感し感動して来ました。
新しい歳に向い、また新しい感動を得るため、
楽しいこと、苦しいことに、ちょっと前向きに取
組んでみようかなと思う旅でした。

医者と病気には縁がないとの自負は、三年前の
突然の激しい動悸によって見事に打ち砕かれた。
心室頻拍と診断され体内に除細動器なる機械を
埋め込むに至る。
携帯電話は22cm以上離すこと、また大好きな

麻雀は電磁波の影響を受けるということで制約さ
れてしまったのだ。
そこで趣味を囲碁に切替えた。するとこれが面白
い。自陣に進入した相手の石を摘む満足感、敵地で
全滅の憂き目に合う悔しさ、命からがら生き延びた
時のスリル等、その奥の深さに興味は尽きない。
囲碁には定石があり、それが各局面に於ける最
善の手と解されているが、人生に於いてもその手
に学ぶ事が多い。
主治医をはじめ皆様の力で助かった事に感謝の
気持ちを忘れず、残りの人生でも最善の手と夢を
追い続けたいと願っている。

※ 50音順・敬称略

佐 藤 利 光（青梅）

お蔭さまで還暦を迎えます。登録して32年に
なりますが、毎日の業務（雑務含みます）に追わ
れていたのでしょうか、あっという間の60年で
あり32年でもありました。
すばらしい恩師との出会い、多くの友人にも恵
まれて楽しさの方が多かった時空間でした。

これからはどうでしょうか。困難な時代の到来
ですが、いままで頂戴した学恩・友情など、受け
る側から発信する側へなれればと思っております。
今後の10年間でやりかけのこと、剣道（四段）
テニス（上級）、スキー（1級）そして会計学
研究（単著の上梓）を少しでも前進させたいと考
えております（括弧の中は当面の目標です）。
還暦といわれても、全く実感がわきません。他
の団塊世代の諸氏と同様、まだまだ可能性がある
ように感じております。
今後とも先輩諸氏のご指導を賜りますようお願
いいたします。
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鹿 野 義 昭（神田）

杉 山 宗 雄（武蔵野）

　年を取ると時間が経つのが早いですねー、と言

うのが慣用句になっていますが、もうお正月、も

う確定申告と、１年中追いまくられて時間に使わ

れてしまっています。

　今年は年男…つまり60歳、還暦、本人自覚無

し、他人事。自己で感じる年齢40代、テレビで

見る60歳の他人は、ウーン年取ってるなーと思

いつつ、自分が60歳になるとはシンジラレナー

イ、とは言え娘にその話３回目だと言われると、

ウーン老化現象の始まりか、やはり記憶力の衰え

は隠せず、年齢を自覚させられる。

　脳は鍛えれば記憶力を増すことが出来ると脳学

者は言いますが、現実は厳しい。自分が、棺おけ

に片足突っ込む年の老人と呼ばれるころには、３

人に１人が老人で、将来の老人は大切にはされず、

爺、婆は早くおさらばしてくれと言われるのがお

ち。そうならないように、脳を鍛えて仕事を頑張

ろう。時間を有効に使おう。立ち止まって振り返

る余裕をもって生活しようと思っています。

一昨年古希を迎え、人生の佳境に入つた。今年

は６回目の年男を迎えた。

干支は、人間の性格を良く表していると思う。

猪は、猪突猛進と言われるが、私も、短気でお

っちょこちょいで、わき目も振らず、今日を迎え

たように思う。

生まれたときの性格は一生続くもので、朝から

寝るまで何かしていないと落ち着かない。

還暦を迎えたとき、生まれ変った気持ちで新し

い人生を送ろう、と趣味の絵画を始めたり余裕を

持った生活を送ろう、と計画したが何も変わらず

アット言う間に古希を迎えてしまった。

健康作りで始めたゴルフも、その虜になった時

もあったが、年々スコアーも落ち、その年でゴル

フが出来ることは幸せなんだぞ、と仲間に言われ

納得せざるを得ない。

たかがゴルフ・されどゴルフ、念願はエージシ

ュウート（年令と同じスコアーで回る事）、傘寿

を迎えてからが勝負、それまでにもう一勝負と思

い、練習に励むか。

仕事のほうは、TACTiCS 達人 Cube のお蔭で全

く問題なく処理できる。特に相続税、贈与税、財

産評価では、パソコンが無い頃に比べると本当に

楽になった。７回目の年男を迎える頃は、人生の

秘境に入っている頃だろう。

野  中　由紀子（神田）

昨年の４月に税理士登録し、早９ヶ月目に入り

ました。新年を迎えた感謝と感慨を胸に、できる

ことから一歩づつ取り組み、税理士としての研鑚

を積んでいけたらと思います。

今年は亥年で私は年女にあたります。イノシシ

という動物は「猪突猛進」「猪武者」のように力

任せに突っ走る意味で使われることが多いようで

す。でも実はイノシシは慎重で用心深い動物なの

だそうです。慎重に慎重を重ねたところでハプニ

ングに出会うと、それを乗り切るため、まさに「猪

突猛進」の様相を呈するのだそうです。

中国ではイノシシを「野猪 ｣、飼育種の豚を「家

猪」と表現するそうです。いかなる環境でもしな

やかに生きぬく生命力を、中国の人は　｢猪 ｣ に

見たのでしょうか。私たちも　｢猪＝亥 ｣　のし

なやかさを学びたいものです。
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宮 本 雄 司（本所）

三 好 欣 一（京橋）

　新会社法がスタートし、さらに、電子申告制度
の普及に向けた体制が望まれています。「変化へ
の対応」がキーワードとして叫ばれる中、本年も
税理士にとって諸問題解決に向けた重要な年にな
ると思われます。
　昨年度は、当組合の第三十期通常総会にあた
り、感謝状を頂き有難うございました。また、
「TACTiCS達人Ⅱ」および「達人Cube」が販売され、

私の事務所でもプログラムを開発し、平成18年
９月５日より新会社法の決算諸表書式変更Excel
プログラムを全国税理士データ通信協同組合連合
会を通じ達人ユーザーに配布致しました。その際、
ＮＴＴデータの開発担当者から「今後も、全国の
事務所からお互いにツールを公開していくと、相
互の発展に役立つのでインターネットの支援サイ
トの確立が整うとよいのでは・・・」という話が
ありました。
　今後も、より一層「達人シリーズ」を活用し、
組合員相互の支援体制の充実を望み、税理士業務
の向上に努めていきたいと考えております。
　結びにあたり、組合員の皆様のご健勝と当組合
の益々の発展を祈念致しまして年男の弁とさせて
頂きます。

６回目の年男を迎えてよくぞ今日まで長生きし
たものと考えている。我が家では「飲みもの ｣や
「食べ物」の賞味期限が近づくと旨かろうが不味
かろうが食べて一件落着ということが多い。
税務の職場を終えた時、職業人生の賞味期限が

終えたと考えたが如何であろうか。税理士登録し
てからパソコンに難渋し、干支も一回りしたもの
の、相変わらずデータ通信にご迷惑をかけている
のが現状である。
自分ではまだまだ若いと、結構張り切っている
が、人生の賞味期限は再び新たに生じるであろう
か、それとも突然何の予告もなく期限切れになっ
て仕舞うのか。
さて皆さん、私の賞味期限を知っている方は個
人情報の保護など気にせずに遠慮なく知らせて下
さいませんか。
新年早々の吉報を大いに期待しております。

横 溝 哲 男（王子）

　敗戦後60年余り、その頃の記憶は少しずつう
すれてきましたが、当時の事を思い出し、あの悲
惨な戦争は二度と起こしてはいけない事を銘記し
たい。
　私は所属部隊と共に昭和19年５月門司港に集
結し輸送船団（当時有馬山丸約7,500屯）に乗船
し出港した。貨物船でハッチの下を４段階に仕切
って、私共初年兵の居場所は一番下（船底）のむ
し暑い所でした。乗船してから何日目か忘れまし

たが、明け方の４時頃突然ドンと言う大きなショ
ック、途端に船内は真っ暗、敵潜水艦の魚雷が我
が船に命中、火災が発生し戦死者も出ました。消
火作業の後、当日昼頃やっとおさまり、台湾の高
雄港（その当時日本の要港）へ修理のため半壊し
た船体を横たえました。（字数の関係で細部省略
し帰還までの経路のみ下記します）
　高雄港出航（19年６月）→スマトラのパレンバン
（19年７月）→昭南（シンガポール、20年３月）→
終戦（20年８月）→マレーのレンガム（20年９月）武
装解除、英軍の捕虜（P.O.W）→シンガポールのテン
ガー、ウッドランド、セレター、チャンギー各キャ
ンプ→帰還（22年９月）以上

浜 野 及一郎（京橋）

子供の頃は、「チカァチャン」から「チカちゃ
ん」に、国民学校・小学校では「きゅうチャン」、
隣近所の人達にもそう呼ばれるようになった。
中学校・高校では「オーイ、はまきゅうー」ク

ラブ活動の最中に遠くから声が飛んでくる。
大学に入って、「はまちゃん」から「はまきゅ
うさん」または「はまＱさんよ」と、「さん」が
付くようになった。成長したのかなー、むずがゆ
い気がするが、「さん」が付くのは嬉しいね。
そして、今はどうゆうわけか、「はまきゅうさん」
だけでなく「はまきゅうさんやー」も聞かれるよ
うな気がする、歳なんだね。８０９３８ーか
（８×９＝７２）÷２＋２＝３８だ、
「さんじゅうはちのはまきゅう」いいね、いいね。
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　今年の秋季研修旅行会は数年ぶりに箱根湯本で
の開催となった。この秋は暖かい日が続き、箱根
の紅葉は今一つの様相でも、東京に比べて格段に
空気の冷たさを感じる晩秋の日曜日、会場はホテ
ル南風荘。
　まずは午後３時から研修会を開催。法理総務部
長の司会により幕を開け、大野理事長挨拶に続い
ていよいよ本題に入る。　　
　第１部は、『達人Cubeと電子申告』をテーマに、
㈱ＮＴＴデータ税務会計グループ鈴木貴之氏より、
達人Cubeを利用した電子申告について実際の画
面を参照しながら分かりやすく解説。第２部は『電
子申告の現状』をテーマに東京税理士会情報シス
テム委員会の吉田友彦委員から現在までの電子申
告利用実績と国税庁・国税局及び日税連によるオ
ンライン利用推進への対応に関する具体的な講義
を頂いた。講演後、岩本副理事長の挨拶により閉会。

　午後６時から懇親会を開
催。法理総務部長と松葉経
理部長の司会により進行。
吉田副理事長の開会挨拶、
大野理事長挨拶の後、来賓
を代表して東京税理士会金

子秀夫会長、日税連奥住壽情報システム委員長、
全国データ連合会安井德次会長、中部データ石川
士彌理事長、ＮＴＴデータ鏑木康裕税務会計担
当部長から祝辞を頂いた後、東京地方データ磯山
義文副理事長の乾杯の発声で懇談に入った。
　一同ほろ酔い気分となった頃、恒例のカラオケ
大会が開幕となる。今回は総勢10名の大入り参
加、皆さんいずれ劣らぬ熱唱・熱演揃いで徳重寛
之審査委員長ほかの頭を悩ませるところとなった
が、厳正なる審査の結果、栄えある入賞者は次の
とおりと決した。
　最優秀歌唱賞　飯田　博（成田支部）
　歌唱賞　　　　髙畑公一（特退共）

　熱演賞　　　　野中　誠（㈱ＮＴＴファイナンス）
　演歌の達人賞　狩野信雄（厚生年金基金）
　興奮さめやらぬうち今度は福引が開催され、当
選者には豪華景品が授与された。

　宴も最高潮に達したところで関本和幸顧問の中
〆と寺澤隼人顧問の万歳三唱に続き、久保田副理
事長の閉会の辞で宴会を終了。箱根の夜は静かに
更けて行った。　

 
　一夜明け、ゴルフ組は小田原湯本カントリー倶
楽部へ移動、折しもこの日は「データ通信のコン
ペは雨」というジンクスを見事に打ち破る快晴で、
絶好のゴルフ日和となりプレーヤーの腕も大いに
冴え渡るところとなった。
（成績発表）　
　優　勝　黒川　康雄（日税不動産）
　準優勝　岡田光一郎（麹町支部）
　３　位　石川冨士彌（中部データ）
　Ｂ.  Ｇ.    石川冨士彌
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　本事業年度においても、指導研修部では、タク

ティクスの操作研修や達人キューブの操作研修等

のソフト研修や組合員のコンピューター操作等問

い合わせに関して指導研修業務を推進して参りま

した。また、コンピューターの操作の前提となる

税理士業務の業務水準の向上策として、特別研修

会を実施してきました。この特別研修会では、会

社法の改正に伴う会計基準関連の特別研修会を中

心に行ってきました。また、税理士会ではほとん

ど研修テーマとして取り上げられていない徴収関

係の研修会を11月におこないました。この研修

会の目標は、税理士事務所が顧問先の滞納税額の

対処依頼に納税者の立場にたっておこなう場合の

手続きについて研修するものであります。そこで、

当日の研修会の骨子をとりまとめ、指導研修部の

責任でもって組合員の皆様へ報告したいと思いま

す。

　第１部「徴収行政の現状と方向及び滞納処分に

関する基礎知識」について

　前半の研修では税理士の角谷啓一先生が講演し

ました。

　講演目次は次のようなものでありました。

「１．事例に見る滞納問題の重要性、２．「大滞

納時代」はすぐそこに（滞納をめぐる情勢と徴収

行政の現状・方向）３．滞納整理の基本原則（徴

収の理念・考え方）４．担当官と話し合う主なテ

ーマ　５．これで十分滞納問題予備知識　６．滞

納が発生したときの対処法　７．不当な処分がな

された時、されそうになった時」

　字数の関係上、当局の滞納整理の考え方に関す

る講演内容の要約を示すこととしよう。

１．「課税の公平」をかかげて税務調査を行う

のと同じく、滞納整理行政の理念としては「徴

収面での公平」を追求することになる。その

ため、滞納者への対応は次のような制約等が

かかる。

２．滞納になったら非常に高い延滞税が加算さ

れ、さらに滞納処分（捜索・差押・公売）を

受ける場合がある。

３．滞納額全部について緩和措置を認めるので

はなく、納付困難な額を限度として分納を認

める。例えば、不要不急の預金等がある場合

は、まず、その分を納めさせ、残りの滞納額

を緩和措置の対象にする。

４．毎月の分納額も自由勝手な金額ではなく、

資金繰り上、可能な最大限の額を分納額とす

る。従って、分納（猶予）期間も自由勝手に

決められない。

５．滞納している中で不要不急の大きな資産を

購入した場合、この購入資金を「強制徴収処

分の方向を示す資金の使途」として徴収上否

認し、直ちにその資産を含めて差押等の処分

をおこなっていく。

　第２部では、元特別国税徴収官の村上綾氏から

「納税緩和措置（分納制度等）」というテーマで

講演があった。村上先生の講演のトピックスをま

とめてみました。

　納税者の方から「納付困難」との訴えがあった

らどのように対処したら良いか。

１．納期限前に「納期内の納付ができなくなっ

た」との話があったら

ａ．納付ができなくなった事情をまず聞く

ｂ．簡単な収支状況を聞く

ｃ．納税者の方と納付計画を立てる。

新規に課税される税金はできるだけ期限

内に納付する。現在課税されている税金は

２年以内に完納する計画を立てる　注１。

ｄ．納税者の方と一緒に税務署に行き

 納付できなくなった事情と現在の収支状

況を話し、納税の猶予に該当する場合は

指導研修部長　粕　谷　幸　男
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「納税の猶予申請書」を提出する。納税の

猶予に該当しない場合には「分割納付計

画書および換価の猶予申請書」を提出しま

す。なお、換価の猶予申請書は税務署に用

意されていないので、税理士側で作成する。

２．税務調査を受け、修正申告となった場合

　修正申告が法定納期限から１年以上経ったも

のについては納税の猶予が可能である。この

場合の納税猶予申請は修正申告と同時に提出

しなければならない。地方税も同様に、申請

する。

　一方、個人の場合は、修正申告後に納税通知

書が送付され、その指定期限までに納付するこ

ととなるので、その指定期限までに納税猶予申

請書を提出すれば良いことになっている。仮に、

３年分の修正申告の場合には、１年超の２年分

については、納税の猶予、他の１年分について

は換価の猶予を申請します。収支状況や資産状

況の聴取や納付計画の聴取があるので、その準

備も必要である。

３．「督促状が来た。」「差押予告が来た。」など

の相談があった場合

ａ．上記１のように対応する。

ｂ．差押えは、「督促後10日経っても完納に

ならないときは、差押えしなければならな

い。」とされている。しかし、特別な場合

を除いて、督促後、さらに文書や電話で催

告し、あるいは、臨場して納付を促し、な

お、納付されない場合に差押えされる。

４．納税者から「差押えされた。これではうち

は倒産する。」と相談されたら。

ａ．差押調書謄本（差押書）をよくみる。

　差押え財産が滞納者のものなのかどうかの

確認をする。差押え財産は事業の継続また

は生活の維持に必要不可欠なものか確認す

る。差押えは無益な差押えまたは超過差押

えになっていないか確認する。　

ｂ．滞納税金について分納計画を立てる。

ｃ．税務署へ納税者と一緒に行って「分納納

付計画書および換価の猶予申請書」と「差

押え解除申請書」を提出する。なお、「差

押え解除申請書」は税務署に用意されてい

ないので、税理士側が用意する。

ｄ．口頭で、納税者の窮状を訴え、申請を認

めるように強く主張する。

ｅ．換価の猶予になった場合には、差押え解

除が可能となっているので、まず、換価の

猶予とするよう申し入れる。

５．担保について

ａ．納税の猶予または換価の猶予をする場合

には担保を徴取しなければならない。猶予

税額が50万円以下である場合、担保を徴

取できない特別な事情がある場合はこの限

りではない。そのため、猶予税額が50万

円超であっても、抵当権者に知れたら資金

繰りができなくなり倒産するしかない、あ

るいは、取引先に知れたら、取引を停止さ

れるなどと申し立て担保の提出を拒否する

よう努力する。

ｂ．もし、どうしても、担保を提出せざるを

得ない場合には、営業の継続や生活の維持

に必要ないもの、あるいは、納税保証とす

るようにする。ただし、この納税保証は、

分納が不履行となり、担保から徴収すると

なった場合には、担保が物であればその物

のみの追求で済むが、保証人の場合には、

保証人の全財産、全資力が担保になってい

ると考えなければならないので納税保証の

場合は注意が必要である。

　以上が研修会の講演の納税者が知りたい要旨で

あると考えとりまとめてみました。当日の資料に

は、「差押解除申請書」「弁明の催告書」「弁明書」

「分納計画書および換価猶予のお願い」等の貴重

なサンプルが配布された。

注１ 分納計画のポイントは、たとえば 120 万円

の納税ができないが、月々５万円であれば納付

が可能な場合、120 万円÷ 12＝ 10万円としな

いで、月５万× 11 ＋（12 月）65 万円とする

計画書を作成する。12 ヶ月目には、実際に 10

万円支払うことができたら、再度、納税計画書

を作成し、55万÷５万円＝ 11ヶ月で完了する

計画書を作成する。支払不能な計画書は作らな

いことが必要である。
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　昨年８月より総務課に配属となりました、三上貴博と申します。
　地元は北海道北見市と言う冬は大変シバレル大地で育ちました。以前は外国人の日本語能
力試験業務の事務局と言うなかなか経験のできない仕事についておりました。
　そして、データ通信協同組合に入社してから早いもので４ヶ月が経ち、始業時間から終業
時間まで1日1日があっという間に過ぎております。
　日々の仕事を必死で覚えていますが先輩方には助けられているばかりです。
まだまだ未熟者な私ではございますが、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。

　昨年８月17日に入社し、４ヶ月が過ぎました。
　短期間ですが、実際仕事をしてみると、考えていた以上に奥が深く私が経験してきた営業
の中で最も難しい仕事だと実感しております。ただ、営業課の上司はもちろん他の部署の上
司、先輩にも恵まれ、難しさは変わりませんが、４ヶ月が経った今では、やりがいも感じ、
少しだけ仕事を楽しめるようになってきたように思います。
しかしながら、まだまだ知識もなく、不慣れな点ばかりなので、早く仕事に慣れ、データ通
信に必要な社員になれるよう、努力していかなければならないと感じております。これから
も、一生懸命仕事に取組んでいこうと思っておりますので、宜しくお願い致します。

ざき

　池　千鶴と申します。昨夏の終わりに入社し、その間、研修旅行会、中間監査を初めて
経験し、早いもので４ヶ月が経ちました。総務・経理未経験の私にとって、毎日が勉強です。
今日の経験と学んだ知識を明日に活かそう、次回に活かそうという姿勢で仕事に臨んで参り
たいと思います。
　今はまだ半人前ですが、１日も早く事務局の諸先輩方に安心して仕事を任せていただける
よう、また、先生方のお役に立てるよう、精一杯努めさせていただきますので、ご指導よろ
しくお願いいたします。
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　平成18年10月25日(水)
１．「東京データ通信」143号の編集に関する
件　その他

　10月26日(木)
１．電子申告特別キャンペーンに関する件　
　　その他

　11月7日(火)
１．中間監査資料（事業報告）に関する件
２．中間監査資料（決算報告）に関する件
３．秋季研修旅行会に関する件　その他

　11月16日(木)
（審議事項）
１．加入・脱退に関する件
２．中間事業報告書及び中間決算書に関する件
３．電子申告の普及拡大策と今後のキャンペー
ン方法に関する件

４．東京税理士会電子申告研修センターに関す
る件

（報告事項）
１．会員研修のＩＴ化に関する件
２．秋季研修旅行会の報告に関する件
３．正副理事長会（10/26）の報告に関する件
４．全国データ通信の報告に関する件
５．各部・委員会の報告に関する件　その他

　11月21日(火)
１．平成18年４月１日から９月30日までの業
務及び会計監査

　12月４日(月)
１．「東京データ通信」144号の編集に関する
件　その他

　12月14日(木)
（承認事項）
１．インターネット研修の契約に関する件
（審議事項）
１．加入・脱退に関する件
２．達人シリーズ６本による新キャンペーンの
実施方法に関する件

３．キングジム取扱方法に関する件
４．新ＯＳWindows Vistaへの対応に関する件
その他

　12月14日(木)
１．達人 Cube を利用した電子申告に関する件
２．データクラブ世話人の補充と変更に関する
件　その他

　12月14日(木)
（審議事項）
１．加入・脱退に関する件
２．達人シリーズ６本による新キャンペーンの
実施方法に関する件

３．キングジム取扱方法に関する件
（報告事項）
１．中間監査の報告書に関する件
２．秋季研修旅行会の報告に関する件
３．全国データ通信の報告に関する件
４．各部・委員会の報告に関する件　その他



（12）

平成 19年 元旦

理
事
長 

大　

野　

功　

夫

副
理
事
長   

久
保
田　

光　

信

同         

吉　

田　

友　

彦

同 　
　
　

  

柴　

﨑　
　
　

博

同         

岩　

本　

一　

志

同  

岡　

本　

昭　

夫

常
務
理
事　

坂　

内　

直　

治

同         

安　

井　

德　

次

同         

法　

理　

規　

夫

同         

松　

葉　

美　

則

同         

福　

永　
　
　

順

同         

粕　

谷　

幸　

男

同         

矢　

島　

多
以
良

同         

秋　

山　

不
二
男

同        

内　

田　

武　

男

同   

江　

村　

定　

康

理　
　

事 

鹿　

野　

義　

昭

同         

唐　

川　
　
　

満

同 

樋　

口　

政　

直

同         

北　

薗　

洋　

一

同         

三　

木　

義　

之

同         

海
老
名　

信　

二

同         

小　

竹　
　
　

勝　

理　
　

事 

依　

田　

孝　

子

同         

水　

野　

重　

昭

同         

小　

野　

隆　

一

同         

杉　

山　

靖　

彦

同 

有　

賀　

朝　

彦

同         

井　

沢　

大　

助

同         

江　

口　
　
　

實

同         

山　

田　

治　

彦

同         

浅　

井　

和　

夫

同         

佐
々
木　
　
　

智

同         

有　

働　

武　

文

同         

水　

澤　

邦　

夫

同         

渡　

邊　

矩　

行

同　
　
　
　

川　

崎　

義　

治

同 
益　

井　

輝　

幸

同         

大　

澤　

泰　

一

同         

三
ツ
橋　

章　

子

同         

餅　

田　
　
　

剛

同         

若　

槻　

康　

二

同         

赤　

津　
　
　

茂

監　
　

事   

岡　

田　

光
一
郎

同         

寺　

井　

士　

郎

同       

杉　

山　

宗　

雄

シクラメン――サクラソウ科に属する観賞用の多年草。原産地は地中海の東岸で、長柄
のハート型の葉には白斑があり、裏面は光沢のある紅紫色。春、花は下向きに開き、花
弁は５枚でそり返り、白または紅。一重、八重など園芸品種が多い。

税理士業界を取り巻く環境は、「会計参与制
度」の導入、「会社法」の施行、新たな税務支
援策の問題等々。これらの全てが関係するとは
限らないが、税法までが、所得税と法人税が混
同したような改正が行われ、税の専門家である
筈の税理士でさえ、頭が混乱する状況がいろい
ろ起こっている。
加えて、電子申告問題や、年金所得者等を対
象としたアウトソーシング問題も加わり、業界
内の課題が山積している。
これ以外にも、業界紙によれば無償独占や強
制加入の自由化が、どこかで囁かれているとも
云われており、我々の業界、これらにどのよう
に対応するのか、特に日税連の動きに注目して
いかなければならない問題が多くある。会費だ
けを負担させられている下積会員は、心配だけ
が先にたつが、状況は全く不明で、些か不安を
感じてならない。
特に、アウトソーシングの問題は、税理士で

ない者によって組織されている団体が、入札に
参加している状況からして、無償なら誰れが税
務を扱っても問題ないのは強制加入廃止につな
がりかねない。そうなれば、会に加入するかど
うかは本人の自由意志になる。こんな状態を考
えると、データの組織はどうなるのか。否、デ
ータばかりではなく、税理士会を含めて、関連
団体もどうなるのか、気になる日常である。
さらに、税理士新聞によれば、政府は強制入
会制度（廃止を含む）の見直しをはじめたという。
去る10月11日、制度改革、民間開放推進会
議が各士業界から、士業に関する全般的な意見・
要望を把握するためのアンケート調査を行った
が、９士業からの回答の中で、８団体が全て強
制加入制度を強調しているのに、日税連だけが、
何故か「強制加入制度」について、一言も触れ
ていない。
税理士業界だけが特別という感覚なのであろ
うか。些か気になることである。　　　（水準）


